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財政援助団体等監査報告書の提出について 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定による監査を実施したので、同条第９項の規定によ

り監査結果に関する報告書を提出する。 

 



財政援助団体等監査結果報告書 

 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の対象 

地方自治法第９８条第２項の規定により、平成２４年１２月１７日付、瑞穂議第

８３号で瑞穂市議会議長より請求のあった、一般社団法人瑞穂市シルバー人材セン

ター（以下、「シルバー人材センター」という。）の平成２３年度及び平成２４年

１１月末までの財政援助（補助金）に係る出納その他出納に関連した事務の執行に

ついて監査を行った。 

 

２ 監査の実施期間 

平成２４年１２月２０日（木）から平成２５年２月２５日（月）まで 

 

３ 実施した監査手続 

シルバー人材センターにおける補助金に係る出納その他出納に関連した事務の

執行について、同センターが保管する関係書類の確認及び役員・職員に対する質問

並びに通常実施すべき監査手続を実施した。 

 

 

第２ 監査の結果 

１ シルバー人材センターの概要 

    シルバー人材センターは、平成２１年４月１日に一般社団法人化して、現在４年

目を迎えている。 

同センターの目的は、定款で次のように定められている。 

センターは、瑞穂市内において定年退職者等の高年齢退職者（以下「高齢者」と

いう。）の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務（当該業

務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が

定めるものに限る。第６条において同じ。）に係る就業の機会を確保し、及びこれ

らの者に対して組織的に提供すること等により、その就業を援助するとともに、こ

の活動の健全な発展を促進し、これらの者の生きがいの充実、社会参加の推進を図

ることにより、高齢者の能力を生かした活力ある地域づくりに寄与することを目的

とし、次の事業を行う。 

（１） 臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易な

業務に係る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高齢者のために、こ

れらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。 

（２） 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業

（雇用によるものに限る。）を希望する高齢者のために、無料の職業紹介事

業を行うこと。 

（３） 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る
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就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。 

（４） 高齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業の機会を確保するために、労働

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す

る法律（昭和６０年７月５日法律第８８号）に基づく労働者派遣事業を行

うこと。 

（５） 前４号に掲げるもののほか、高齢者の為の臨時的かつ短期的な就業及び

その他の軽易な業務に係る就業を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社

会参加の推進を図るために必要な事業を行うこと。 

    なお、シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第４１

条の規定に基づく指定はされていない。 

役員は、代表理事１名、理事９名、監事２名の１２名となっており、事務局は正

社員の局長１名と事務員１名にパート社員３名の計５名で構成されている。 

 

  （１）シルバー人材センターの状況 

     ①会員数の推移                       単位：人 

年  度 男性 女性 合計 

平成 21年度末 １７５ ６８ ２４３

 平成22年度末 １５６ ５４ ２１０

 平成23年度末 １１３ ３８ １５１

 平成24年 11月末 １３８ ４５ １８３

 

     ②補助金の推移                       単位：円 

年  度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 
平成 24年 

11月末 

金  額 6,470,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

       ※平成２１年度の470,000円は、軽自動車購入にかかるもの 

 

     ③事業実績の推移                      単位：円 

年  度 
受託事業収入 

公共事業 民間事業  計（Ａ） 

 平成21年度末 3,265,103 36,405,925 39,671,028

 平成 22年度末 3,301,039 36,585,831 39,886,870

 平成 23年度末 1,949,863 31,572,919 33,522,782

 平成 24年 11月末 16,050,733 19,557,646 35,608,379

 

年  度 
配分金支出 

（Ｂ） 

材料費等支出 

（Ｃ） 
Ａ－（Ｂ＋Ｃ）

 平成21年度末 34,747,645 2,567,746 2,355,637

 平成 22年度末 35,975,742 1,546,501 2,364,627

 平成 23年度末 30,077,979 1,314,526 2,130,277

 平成 24年 11月末 30,427,014 4,962,203 219,162
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     ④財政状態（別添資料１、資料３参照）              単位：円 

科   目 平成２３年度 平成２４年11月末 

 資 産 合 計 5,827,366 19,784,189

 負 債 合 計 3,771,547 26,746,700

 正味財産合計 2,055,819 △6,962,511

 

     ⑤経営成績（別添資料２、資料４参照）              単位：円 

科  目 平成２３年度 平成２４年11月末 

 総 収 入 41,726,809 41,883,335

 総 支 出 43,452,250 50,901,665

 当 期 収 支 差 額 △1,725,441 △9,018,330

 前期繰越収支差額 3,581,964 1,856,523

 次期繰越収支差額 1,856,523 △7,161,807

 

  （２）瑞穂市からの受託状況 

                                   単位：円 

部 署 名 平成２３年度 平成２４年11月末 

秘書広報課 35,310 73,605

管財情報課 485,906 2,421,300

総務課 177,250 40,326

市民窓口課 - 920,200

福祉生活課 35,723 5,250

環境課 871,760 -

都市管理課 - 19,012,287

商工農政課 89,572 140,022

上水道課 - 766,938

下水道課 - 573,520

教育総務課 - 2,485,420

ほづみ幼稚園 9,630 -

生涯学習課 38,220 6,929,274

合     計 1,743,371 33,368,142
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 ２ シルバー人材センターに対する結果 

  （１）平成２３年度の財務について 

     貸借対照表、収支決算書について総勘定元帳と照合を行った。貸借対照表につ

いては、流動資産の未収材料費等と未収事務費の金額が一致しなかった。ただし、

流動資産の合計額は一致しており、決算整理による修正か確認したが回答は得ら

れなかった。普通預金の金額については通帳残高と一致していた。 

     収支決算書については、総勘定元帳のないものがあり一部確認できない金額が

あった。また、記載されている予算額が年度当初の予算額でもなく、補正予算後

の予算額でもなく理解不能であった。 

 

  （２）平成２４年１１月末までの財務について 

     貸借対照表、収支計算書とも、総勘定元帳の金額と一致していた。ただし、平

成２４年３月２６日の社員総会で議決された当初の収支予算書にあった報酬費支

出500,000 円が１１月末の収支計算書ではなくなっており、当初にはなかった材

料費等支出（セ）の科目が設けられ、予算額0円に対し4,495,143円の支出とな

っている。予算は、定款で社員総会の決議事項となっているが、社員総会は開催

されていない。 

 

  （３）職員解雇に伴う訴訟に関する費用について 

     今回、補助金が訴訟費用に流用されていないか疑義があるため議会は監査請求

されている。確認したところ、平成２３年（ヨ）第８４号 地位保全等仮処分申立

事件の決定及び平成２４年（ワ）第１８１号事件の和解条項に定められた金額は

支払われており、訴訟に関する費用は次の通りと判断する。 

 

     ①平成２３年度 

科  目 金  額（円） 摘  要 

職員基本給支出 685,000 職員基本給137,000円×5ヶ月 

支払手数料支出 2,520 振込手数料 

通信運搬費支出 2,160 裁判所郵便物、配達証明、内容証明 

雑支出 2,080 起訴命令申立書（切手代） 

合  計 691,760  

 

     ②平成２４年１１月末 

科  目 金  額（円） 摘  要 

 

雑支出 

685,000 職員基本給137,000円×5ヶ月 

2,600,000 和解金 

420,000 弁護士着手金、源泉所得税 

支払手数料支出 5,040 振込手数料 

合  計 3,710,040  

 

     なお、平成２３年度は職員基本給685,000 円のほかに解雇予告手当137,000円
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が職員基本給支出の科目から支払われている。また、平成２４年度の職員基本給

685,000 円は平成２４年１０月３０日に職員基本給支出から雑支出の科目に振り

替え処理がされている。 

     瑞穂市地域福祉活動事業に関する補助金等交付要綱によれば、シルバー人材セ

ンターへの補助金の対象経費は高齢者能力活用協会設置事業に必要な経費とさ

れている。平成２２年第３回市議会定例会で、「この高齢者能力活用協会設置事

業とは具体的にどういう事業を指すのか」との議員質問に対し、当時の副市長が

シルバー人材センターの補助金について、「全般的にその運営内容について補助

している」と答弁しており、監査委員としても補助金はシルバー人材センターの

運営全般に必要な経費が対象と解する。 

     平成２３年度補助金については、福祉部長が平成２４年第４回市議会定例会で、

人件費相当額を基に流用されていない旨の答弁をされているが、運営全般に対し

ての補助金なので、人件費支出と補助金の差額で流用されているとか、されてい

ないとかはもちろん、収支決算からも判断できない。 

     平成２４年度補助金についても同様である。 

 

  （４）監事の選任について 

     現在の監事は、平成２４年１月２１日の臨時社員総会開催日が就任日、前任者

は定款に定められた任期満了日である平成２３年６月３０日を退任日として、平

成２４年２月２日に登記されている。従って、登記上は約半年間監事は不在だっ

たことになる。定款第２８条第３項の規定からすれば、後任者が就任するまでは

前任者がその職務を行わなければならないが、監事の職務が遂行された事績は認

められなかった。 

     平成２３年６月２１日に平成２３年度定時社員総会が開催されている。その議

事録には、任期満了に伴う監事の選任が議案となっており、候補者が満場一致で

選任されている。しかし、この総会は無効であるとされて、改めて平成２３年  

１２月２０日に開催し直している。この総会に諮られた平成２２年度の決算の監

査報告は、監事欠席のため理事が代理で報告し承認を受けている。また、この総

会に監事の選任議案はなく、この時に監事を選任すべきであったと考える。 

 

  （５）役員の費用弁償等について 

     平成２４年６月７日の第２回理事会で役員（理事・監事）の費用弁償等に関す

る規程が承認され、同日施行となっている。費用の額は、理事会、各委員会、研

修会等１回3,000円で、適用は５月３１日の理事会からとされており、１１月末

で656,800 円が会議費支出の科目から支払われている。定款第３０条で役員には

規程により費用を弁償することができると定められている。しかし、この費用は

役員の報酬等の額として定款第１４条の社員総会の決議事項であり、社員総会で

決議した記録はなく、支払い及び支払科目は適正でないと判断する。 

     また、理事会は定款第３６条で通常理事会と臨時理事会の２種類で、通常理事

会は年２回開催と定められているが、区別はされていない。 
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  （６）代表理事の行動費について 

     平成２４年７月１３日の第４回理事会で、筆頭理事より代表理事のシルバー人

材センターに対する毎日の活動に対して、「行動費の名目で月５万円を４月に䭧っ

て支給してはどうか」との提案があり、全会一致で承認されている。１１月末で

350,000 円が材料費等支出（セ）の科目から支払われている。行動費という名目

であるが実質は代表理事の報酬であると判断する。定款第３０条で代表理事には

職務執行の対価として規程により報酬を支給することができる。しかし、これは

役員の費用弁償等同様、社員総会の決議事項であり、社員総会で決議した記録は

もちろん、規程もない。よって、支払い及び支払科目は適正でないと判断する。 

 

  （７）会員の特別手当について 

     材料費等支出（セ）の科目から会員への特別手当が月額5,000円で次のとおり

支払われている。 

      

支払日  支払額（円） 摘要 

5月 10日 7,500 4/1～4/15分（3名） 

6月 6日 15,000 4/16～5/15 分（3名） 

7月 8日 15,000 5/16～6/15 分（3名） 

8月 9日 15,000 6/16～7/15 分（3名） 

9月 7日 17,500 7/16～8/15 分（4名） 

10月 9日 20,000 8/16～9/15 分（4名） 

11月 7日 20,000 9/16～10/15 分（4名） 

合  計 110,000  

 

     特別手当の規程等はなく、この支出及び支払科目も適正でないと判断する。 

 

  （８）委員会構成について 

     理事会の正常化を図るため、平成２４年６月７日の第２回理事会において総務

委員会、業務委員会、安全委員会を設置され、役員全員がいずれかの委員会に所

属している。ただし、定款に委員会についての定めはなく、委員会の規程等もな

い。 

     代表理事は業務委員会、監事２名は総務委員会に所属している。定款第２６条

には、代表理事はシルバー人材センターを代表し、その業務を執行すると定めら

れているので、委員会に所属するべきでないと判断する。 

     監事の職務については、定款第２７条で理事の職務執行を監査することとされ

ている。また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第６５条第２項で「監

事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない」

と規定されている。監事がガバナンス上の重要な役割を適切に果たすためには、

理事からの独立性を確保する必要があり、委員会に所属してはならないと判断す

る。 
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  （９）受託事業収入について 

     シルバー人材センターの受託事業収入は、配分金収入、材料費等収入、事務費

収入から成っており、会員からの事業報告（作業実績）に基づく請求によるもの

である。現在の配分金は平成２４年７月１３日の第４回理事会で決定されたもの

で、配分金の20％が材料費、10％が事務費とされ、次のようになっている。 

 

     【民間・個人の場合】 

  

                    

                 ＝ 

 

 

     【市との契約業務の場合】 

  

                    

                 ≠ 

 

 

 

     以上から分かるとおり、民間・個人の場合は請求金額と請求内訳が一致してい

るが、市との契約業務の場合では一致していない。民間・個人の場合は、請求金

額65,000 円が入金されると、配分金収入、材料費等収入、事務費収入の科目に仕

訳されるが、市との契約業務の場合は、請求金額100,000円は入金されるといっ

たん前受金の科目に仕訳され、その後、配分金収入と事務費収入の科目に振り替

えられる。材料費10,000 円は、材料費等収入には振り替えられず、請求金額と請

求内訳の差額35,000円と合わせた45,000 円が前受金の金額となっており、会計

処理の方法も相違している。 

     また、材料費と事務費、即ち配分金の30％の金額は、シルバー人材センターの

運営資金となるもので、民間・個人の場合において実際に要した材料費がある場

合は別途実費請求されることになっている。 

     市との契約業務の場合、請求金額は契約金額を月割り等で按分した額となるた

め、事業報告による請求内訳と請求金額が異なる事態を生じるわけであるが、事

業完了に伴う実績の請求なので、前受金として処理するのは適正ではないと判断

する。 

     また、昨年度以前から受注していた民間・個人に対する請求は従来どおりの請

求をしているようであり、統一性がなく矛盾している。 

 

  （10）その他 

     事務処理上留意すべき事項のうち軽易なものについては、平成２５年２月２１

日に代表理事、監事、事務局長に口頭で改善又は検討を求めた。 

 

請求金額 

65,000円 

請求内訳 

 配分金 50,000円 

 材料費 10,000円（配分金の20％）

 事務費  5,000円（配分金の10％）

 

請求金額 

100,000 円 

請求内訳 

 配分金 50,000円 

 材料費 10,000円（配分金の20％）

 事務費  5,000円（配分金の10％）
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 ３ 福祉生活課に対する結果 

  （１）適正な運営について 

     「適正な運営」については、平成２３年第１回市議会定例会でシルバー人材セ

ンターの運営が問題とされた際に、市長は「適正な運営がされなければ、補助金

も出せないし、施設の貸与もできない」と答弁され、登記に基づいた運営がされ

れば何の問題もないとしている。また、シルバー人材センターの平成２３年度監

査報告書には、「平成２４年１月の臨時社員総会後の登記で理事会の体制も正常

化された」と記載されている。しかし、登記通りの組織になったから「適正」な

のではなく、定款どおり運営されていなければ「適正」にはならないと考える。 

     高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センターの指

定を受ける基準にも業務の運営が適正かつ確実に行われることが挙げられている。 

     地方自治法では、公益上必要がある場合は補助することができると規定してお

り、シルバー人材センターは定款に定められている目的からすれば、公益的性格

を持つ団体と考える。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、そのような

団体を市は育成することを規定しているし、上記の議会において市長も「市とし

て育成しなければならない」と答弁している。 

     これまで事務局職員が頻繁に入れ替わっていて、事務所に保管すべき書類等に

も不備が見受けられる。副市長の言葉を借りれば、「人格の異なる団体」だから関

与するのを控えるのではなく、会員の生きがいの充実のためにも、公益上必要と

認められるためにも、そして何より役員の献身的な努力が徒とならないためにも

適正な運営をできるよう育成するべきである。 

 

  （２）平成２４年度補助金の返還について 

     今回の監査を通じて、監査委員としてはシルバー人材センターは適正な運営を

しているとは判断できない。仮に、市長部局が適正な運営をしていると判断され

たとしても、平成２４年１１月末現在の財務状況からすれば、補助金がなくても

運営していける状態にあると判断するので返還してもらうべきである。 

     平成２４年１１月３０日 までの収支計算書における当期収支差額は

9,018,330 円の赤字で、前期繰越収支差額を加えた次期繰越収支差額でも

7,161,807 円の赤字となっている。しかし、前受金は決算時にはすべて材料費等

収入に振り替えられる。従って、１１月末現在の前受金 19,487,231 円を、材料

費等収入に振り替えれば、実際のところは当期収支差額 10,468,901 円、次期繰

越収支差額12,325,424円となるわけで、補助金を差引いてもそれぞれ4,468,901

円、6,325,424 円となり、今年度残りの期間を考えても運営していけると考える。 

     なお今後、月末ごとの収支、とりわけ前受金と材料費等収入及び支出を注視さ

れるとともに、前月末との差額を比較して増減の大きい科目については内容を確

認すべきである。 

     また、補助額は予算の範囲内で市長が定める額とされており、現在６００万円

を上限に交付されているが、今回のような疑義が持たれないためにも他の自治体

の要綱等を参考にして、補助対象及び金額をできる限り明確にする等、明瞭性を
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もつ要綱を作成すべきである。 

 

 

 ４ 瑞穂市に対する結果 

  （１）シルバー人材センターとの契約について 

     シルバー人材センターと契約を締結している業務の請負金額は、前受金に計上

され、そこから会員への配分金と配分金の 10％にあたる事務費が振り替えられ、

１１月末では次のようになっている。 

 

    【前受金の内訳】                        単位：円 

月 
市からの収入

（Ａ） 

配分金振替

（Ｂ） 

事務費振替

（Ｃ） 

Ｂ＋Ｃ 

（Ｄ） 

月末残高 

（Ａ－Ｄ) 

４月 - - - - -

５月 - - - - -

６月 3,637,567 1,221,440 122,144 1,343,584 2,293,983

７月 1,988,040 1,280,420 128,042 1,408,462 579,578

８月 9,084,866 2,339,870 233,987 2,573,857 6,511,009

９月 3,835,288 991,460 99,146 1,090,606 2,744,682

10 月 8,533,107 3,618,580 361,858 3,980,438 4,552,669

11 月 5,811,302 2,732,720 273,272 3,005,992 2,805,310

合計 32,890,170 12,184,490 1,218,449 13,402,939 19,487,231

 

     すなわち、１１月末現在で市は 32,890,170 円支払っているが、月末残高合計

19,487,231 円と事務費振替合計 1,218,449 円を合わせた 20,705,680 円をシルバ

ー人材センターの運営資金として提供していることになる。ここには材料費等支

出が含まれていないが、材料費等支出（セ）4,495,143 円がその金額に該当する

と思われるので、差し引き16,210,537円が運営資金となり、支払った金額の49％

になる。 

     副市長によれば、市は適正に見積もり民間業者と比較して安価なので問題はな

いとしているが、常識的に考えれば運営資金は利益と捉えることができるので、

これだけの金額となると、逆に業務の履行状況を疑わざるを得ない。 

     現状では、契約を締結するよりその都度委託したほうが、先に述べた個人・民

間の場合と同じ請求方法になるので安価になる。契約するほうが高くつくようで

は契約する意味がない。民間よりも安価だと主張されるのであれば 50 万円以上

の事業は競争入札を行なうべきであるし、シルバー人材センターと契約を希望す

るのであれば、受託事業収入の仕組みを十分理解して積算すべきである。 

 

 

9



 ５ おわりに 

    今回、議会からの請求によりこのような監査に至ってしまったことは、監査委員

として誠に残念である。この件は、平成２４年第４回市議会定例会の一般質問に対

し、市長部局が質問された議員に納得のいく答弁がなされず、市長から監査要求す

るよう求められたのに対しても、その意向を示さなかったのはもちろんのこと、地

方自治法第２２１条第２項の規定に基づく調査すらしようとしなかったためと理

解する。市民の代表である議員の質問に説明しきれず、市民に説明責任を果たせる

のか疑問を感じるとともに、この結果報告を受けて市の信用失墜に及ばないか心配

するところである。 

    また、地方自治法第２２１条第２項の調査は、瑞穂市補助金交付規則第１５条に

規定されており、これまで補助金については当然されているものと理解し、担当課

の報告を信用して判断していたが、今回監査を行ってみて、考えを改めなければな

らない結果となってしまったことも誠に残念である。このような状況では、監査委

員が適正な執行を確認するしかないわけであるが、現監査体制では到底不可能であ

るので各担当課で確認できるよう職員の資質向上を図るとともに、補助金に対する

調査体制を大至急整備していただきたい。このままでは、企画財政課が策定した「補

助金等の交付に関する指針」や平成２３年度の包括外部監査が無駄になり兼ねない。 

    なお、シルバー人材センターの補助金については、監査委員としても疑義を感じ

ており、昨年５月から福祉生活課に対し随時監査として実施してきている中、直接

シルバー人材センターの監査も検討しているところに、今回、議会からの請求によ

りこのような監査となった。従って、この報告をもって随時監査の報告と代えさせ

ていただく。 

 

以上 
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